
「価格高騰重点支援給付金」対象世帯判定フローチャート

次のフローチャートで、支給対象となるかご確認ください。

スタート

※家計急変の判定概要は、裏面をご参照ください。

①令和５年１２月１

日時点で、いずれか

の市区町村に住民登

録されている

②令和５年１２月１

日時点で三浦市に住

民登録されている

③世帯全員が令和５

年度の住民税均等割

が非課税である

⑤世帯全員が令和５

年度の住民税均等割

が非課税である

⑥令和５年１月以降に予期せず

家計が急変したため収入が減少

し、世帯全員が、住民税非課税

相当になった

④世帯全員が、住民税が課税されている他

の親族等からの扶養を受けていない

《支給対象者の可能性があります》
申請書に必要事項を記載いただき、必要書類を添えて送付してください。

※ 申請書は、ホームページからダウンロードしてご利用いただくか、または市役所(福

祉課)、南下浦出張所・初声出張所に配架されているものをご利用ください。

他

市

町

村

の

支

給

対

象

で

あ

る

可

能

性

が

あ

り

ま

す

支

給

対

象

世

帯

で

は

あ

り

ま

せ

ん

《家計急変世帯として支給対象

の可能性があります》
コールセンターへお問い合わせください
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